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藤沢記者クラブ各位 

 

藤沢市情報公開審査会の答申について 

 

行政文書公開請求に対する公開一部承諾決定に係る審査請求事案（諮問第１００号）につ

いて、藤沢市情報公開審査会が実施機関に対し答申したので、お知らせいたします。 

 

１ 経過  

年 月 日 処 理 内 容 等 

２０２２年（令和４年）１１月 ２日 行政文書公開請求受付 

１１月１５日 行政文書公開一部承諾決定処分 

２０２３年（令和５年） １月 ６日 行政文書公開一部承諾決定処分に対する審査請求書受理 

５月２３日 実施機関から審査会へ諮問書の提出（諮問第１００号） 

９月２５日 答申（答申第１００号） 

 

２ 請求の内容（決定・答申内容） 

公開請求の内容 

「下記について、公開請求する。 

１、村岡地区単独施行の土地区画整理事業での地権者に対するメリット・デメ

リットが検証出来る一切の文書  

２、村岡地区・深沢地区一体施行の土地区画整理事業での地権者に対する、メ

リット・デメリットが検証が出来る一切の文書」 

公開請求に対する 

実施機関の決定内容 
公開一部承諾決定 

審査請求に関する 

答申内容 

 藤沢市長（以下「実施機関」という。）が２０２２年（令和４年）１１月１５

日付けで行った行政文書公開一部承諾決定処分は、妥当である。 

 


